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（
質
問
の 

四
二
）

答

弁

第

四

二

号 

    

衆
議
院
議
員
坂
田
道
太
君
提
出
国
営
土
地
改
良
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
四
二
号 

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
日 

衆

議

院

議

長 

堤 
 

康 
次 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
坂
田
道
太
君
提
出
国
営
土
地
改
良
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

現
在
国
営
土
地
改
良
事
業
に
要
す
る
費
用
は
、
土
地
改
良
法
第
九
十
条
第
一
項
及
び
同
法
施
行
令
第
五
十
二
条
第
一
項
に

よ
つ
て
、
そ
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
を
都
道
府
県
に
負
担
さ
せ
、
当
該
都
道
府
県
は
、
土
地
改
良
法
第
九
十
条
第
二
項
に

よ
つ
て
そ
の
負
担
額
の
全
部
又
は
一
部
を
地
元
受
益
者
に
負
担
さ
せ
て
い
る
。
地
元
受
益
者
に
負
担
さ
せ
る
場
合
、
直
接
受

益
者
か
ら
徴
収
す
る
外
、
そ
の
受
益
者
を
組
合
員
と
す
る
土
地
改
良
区
が
存
在
す
る
と
き
は
、
便
宜
上
、
そ
の
土
地
改
良
区

か
ら
、
組
合
員
に
対
す
る
負
担
金
に
代
え
て
こ
れ
に
相
当
す
る
金
額
を
徴
収
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
土
地

改
良
区
が
維
持
管
理
団
体
で
あ
る
と
否
と
に
よ
つ
て
差
別
す
る
必
要
を
認
め
ず
、
ま
た
現
在
差
別
し
て
い
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




